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地 域 審 議 会 の 設 置 に 関 す る 協 議

（ 設 置 ）

第 １ 条 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 4 0年 法 律 第 ６ 号 ） 第 ５ 条

の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 合 併 前 の 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 の 区 域 ご と に

地 域 審 議 会 を 置 く 。

（ 名 称 お よ び 所 管 区 域 ）

第 ２ 条 地 域 審 議 会 の 名 称 お よ び 所 管 す る 区 域 （以下「所管区域」という。）

は 、 次 の と お り と す る 。

名 称 所 管 区 域

河 辺 地 域 審 議 会 合 併 前 の 河 辺 町 の 区 域

雄 和 地 域 審 議 会 合 併 前 の 雄 和 町 の 区 域

（ 設 置 期 間 ）

第 ３ 条 地 域 審 議 会 は 、 市 町 合 併 後 速 や か に 設 置 す る こ と と し 、 設 置 期 間

は 、 平 成 2 7年 ３ 月 3 1日 ま で の 概 ね 1 0年 間 と す る 。

（ 所 掌 事 務 ）

第 ４ 条 地 域 審 議 会 は 、 そ れ ぞ れ の 所 管 区 域 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ て 審 議 し 、 意 見 を 述 べ る 。

（ 1） 緑 あ ふ れ る 新 県 都 プ ラ ン の 執 行 状 況 に 関 す る 事 項

（ 2） 緑 あ ふ れ る 新 県 都 プ ラ ン の 変 更 に 関 す る 事 項

（ 3） 新 市 の 基 本 構 想 の 作 成 お よ び 変 更 に 関 す る 事 項

（ 4） 主 要 事 業 の 推 進 に 関 す る 要 望 事 項

（ 5） 合 併 特 例 債 を 財 源 と し た 地 域 振 興 の た め の 基 金 の 活 用 に 関 す る 事 項

（ 6） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項

２ 地 域 審 議 会 は 、 そ れ ぞ れ の 所 管 区 域 に 関 し 必 要 と 認 め る 次 の 事 項 に つ

い て 審 議 し 、 市 長 に 意 見 を 述 べ る 。

（ 1） 緑 あ ふ れ る 新 県 都 プ ラ ン の 執 行 状 況 に 関 す る 事 項

（ 2） 公 共 施 設 の 設 置 お よ び 管 理 運 営 に 関 す る 事 項

（ 3） 予 算 編 成 お よ び 予 算 執 行 等 に 関 す る 要 望 事 項
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（ 4） 地 域 住 民 か ら の 要 望 、 地 域 独 自 の 事 務 事 業 お よ び 地 域 に 特 に 利 害 関

係 の あ る 事 務 事 業 に 関 す る 事 項

（ 5） そ の 他 地 域 審 議 会 が 必 要 と 認 め る 事 項

３ 市 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 地 域 審 議 会 か ら 意 見 が 述 べ ら れ た 場 合 は 、

そ の 意 見 を 尊 重 す る も の と す る 。

（ 委 員 の 定 数 、 選 任 方 法 お よ び 構 成 ）

第 ５ 条 地 域 審 議 会 の 委 員 の 数 は 、 2 0人 以 内 と す る 。

２ 委 員 は 、 所 管 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 で 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の の う ち

か ら 、 市 長 が 均 衡 を 失 し な い よ う に 選 任 す る 。

（ 1） 公 共 的 団 体 等 を 代 表 す る 者

（ 2） 学 識 経 験 を 有 す る 者

（ 3） 地 域 の 行 政 運 営 に 関 し 優 れ た 識 見 を 有 す る 者

（ 4） 公 募 に よ り 選 任 さ れ た 者

（ 委 員 の 任 期 お よ び 失 職 ）

第 ６ 条 委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 欠 員 が 生 じ た 場 合 に お け る

補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

２ 委 員 の 再 任 は 妨 げ な い も の と す る 。

３ 委 員 は 、 所 管 区 域 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き は 、 そ の 職 を 失 う 。

（ 会 長 お よ び 副 会 長 ）

第 ７ 条 地 域 審 議 会 に 会 長 お よ び 副 会 長 を 各 １ 人 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ っ

て こ れ を 定 め る 。

２ 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 地 域 審 議 会 を 代 表 す る 。

３ 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 が 欠 け た と き 又 は 会 長 に 事 故 が あ る と

き は 、 会 長 の 職 務 を 行 う 。

（ 会 議 ）

第 ８ 条 地 域 審 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 が 招 集 す る 。

２ 会 長 は 、 毎 年 度 ４ 回 、 定 例 の 会 議 を 招 集 す る も の と す る 。

３ 会 長 は 、 委 員 の ４ 分 の １ 以 上 の 者 か ら 審 議 を 求 め る 事 項 を 示 し て 請 求

が あ っ た と き は 、 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。
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４ 会 長 は 、 会 議 の 議 長 と な る 。

５ 会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 く こ と が で き な

い 。

６ 会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の

決 す る と こ ろ に よ る 。

７ 会 議 は 、 公 開 で 行 う も の と す る 。 た だ し 、 議 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、

会 議 に 諮 っ た う え で 公 開 し な い こ と が で き る 。

８ 会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会 議 に 出 席 さ せ 、

意 見 を 聴 き 、 又 は 資 料 の 提 出 そ の 他 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 委 員 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 ）

第 ９ 条 委 員 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に つ い て は 、 秋 田 市 報 酬 及 び 費 用 弁 償

額 並 び に そ の 支 給 方 法 条 例 （ 昭 和 2 2年 秋 田 市 条 例 第 ４ 号 ） の 例 に よ る 。

（ 庶 務 ）

第 1 0条 地 域 審 議 会 の 庶 務 は 、 合 併 前 の 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 の 区 域 の 振 興

を 担 当 す る 部 局 に お い て 処 理 す る 。

（ 委 任 ）

第 1 1条 こ の 協 議 に 定 め る も の の ほ か 、 地 域 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 協 議 は 、 平 成 1 7年 １ 月 1 1日 か ら 施 行 す る 。

（ 検 討 ）

２ 市 長 は 、 地 域 審 議 会 の 委 員 の 任 期 に 合 わ せ て ２ 年 ご と に 、 地 域 審 議 会

の 機 能 、 構 成 等 に つ い て 総 合 的 な 見 直 し ・ 検 討 を 加 え 、 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 、 地 域 審 議 会 に 代 わ る 新 た な 制 度 の 導

入 を 含 む 所 要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
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〔議案第61号関連資料〕

関 係 法 令

（抜粋）○市町村の合併の特例に関する法律

（地域審議会）

第 条の４ 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関５

係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係

る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につ

き合併市町村の長に意見を述べる審議会（以下「地域審議会」という ）を置。

くことができる。

２ 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織

及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるも

のとする。

３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、そ

の協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなけれ

ばならない。

４ 合併市町村は、第２項の協議により定められた事項を変更しようとするとき

は、条例でこれを定めなければならない。

（市町村建設計画の作成及び変更）

第５条（第１項～第６項、第８項、第10項省略）

７ 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができ

る。

９ 第７項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、

当該合併市町村に第５条の４第１項に規定する地域審議会が置かれている場合

においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。




